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 土地改良法（昭和24年法律第1 9 5号）第18条第18項の規定により、香南町土地改良区から役員の退 

任及び就任について次のとおり届出があった。 

  令和８年２月３日 

                          香川県知事  池  田  豊  人 

１ 退任した役員 

 役員の 

 種 類 

理 事 穴吹 隆明    高松市香南町岡2 8 7番地           令和８年１月４日 

 〃   亀井 泰博    高松市香南町岡1 2 3番地７          〃 

 〃   泉川 正司    高松市香南町岡9 1 6番地           〃 

 〃   福家 和幸    高松市香南町岡1019番地           〃 

〃   小谷 一廣    高松市香南町由佐6 2 5番地２         〃 

 〃   諏訪 高仁    高松市香南町由佐8 5 9番地          〃 

 〃   尾崎 一洋    高松市香南町吉光64番地２          〃 

 〃   小西 省三    高松市香南町吉光4 2 2番地２         〃 

 〃   久保 清和    高松市香南町横井6 0 7番地１         〃 

〃   三好 敬三    高松市香南町横井3 0 3番地          〃 

 〃   尾﨑 一仁    高松市香南町池内3 0 8番地          〃 

 〃   側瀬 照明    高松市香南町池内2 8 3番地１         〃 

 監 事 細谷 正文    高松市香南町由佐9 1 1番地１         〃 

 〃   青木 浩二    高松市香南町西庄1162番地１         〃 

 〃   植田 浩司    高松市香南町西庄1493番地１         〃  

２ 就任した役員 

 役員の 

 種 類 

 理 事 岡 泰正     高松市香南町岡1461番地２          令和８年１月５日 

 〃   加藤 和弘    高松市香南町岡6 2 4番地３          〃 

 〃   泉川 正司    高松市香南町岡9 1 6番地           〃 

〃   福家 和幸    高松市香南町岡1019番地           〃 

 〃   小谷 一廣    高松市香南町由佐6 2 5番地２         〃 

 〃   左光 保宏    高松市香南町由佐1188番地11         〃 

 〃   漆原 勝久    高松市香南町吉光74番地           〃 

 〃   石田 康裕    高松市香南町吉光8 9 4番地２         〃 

 〃   久保 清和    高松市香南町横井6 0 7番地１         〃 

 〃   三好 敬三    高松市香南町横井3 0 3番地          〃 

 〃   尾﨑 一仁    高松市香南町池内3 0 8番地          〃 

 〃   岡野 文博    高松市香南町池内4 9 1番地１         〃 

 〃   横井 道男    高松市香南町西庄2227番地１         〃 

 〃   中山 博文    高松市香南町西庄7 5 4番地３         〃 

監 事 細谷 正文    高松市香南町由佐9 1 1番地１         〃 

氏   名 住           所 退任年月日 

氏   名 住           所 就任年月日 
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 〃   青木 浩二    高松市香南町西庄1162番地１         〃 

 〃   上原 篤仁    高松市香南町西庄81番地６          〃 

 


